
地域のチカラ ●京都府の交通安全活動

は
「
当
校
で
は
私
を
含
め
て
教
習
指
導
員
６
名
が

推
進
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

資
格
を
持
つ
こ
と
で
、
従
来
は
で
き
な
か
っ
た
活

動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

と
い
う
。

ま
た
、
推
進
員
に
よ
る
街
頭
指
導
も
随
時
実
施

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
昨
年
秋
に
は
京
都
市
内

の
大
学
周
辺
で
夕
方
、
推
進
員
と
大
学
職
員
が
協

力
し
て
無
灯
火
や
右
側
通
行
を
行
っ
て
い
る
大
学

生
に
正
し
い
ル
ー
ル
の
啓
発
が
行
わ
れ
た
。

自
転
車
条
例
で
は
自
転
車
同
乗
幼
児
に
ヘ
ル
メ

ッ
ト
着
用
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
条
例
施
行
１
ヵ

月
後
の
平
成
20
年
５
月
に
府
内
30
ヵ
所
で
行
っ
た

着
用
調
査
で
は
着
用
率
75
％
（
９
５
８
人
中
７
１

８
人
）
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
同
年
２
月
の
調

査
で
は
23
％
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
施
行
の
効

果
が
大
き
い
と
言
え
る
。
京
都
府
で
は
ヘ
ル
メ
ッ

転
車
対
歩
行
者
の
事
故
は
平
成
９
〜
19
年
の
10
年

間
で
３
倍
に
な
っ
た
と
い
う
。「
府
民
に
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
歩
行
者
の
約
８
割
が
『
自

転
車
が
怖
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
』
と
回
答
し

て
い
ま
す
。
府
内
に
お
け
る
自
転
車
事
故
の
増
加
、

自
転
車
利
用
者
の
マ
ナ
ー
悪
化
へ
の
対
策
と
し
て
、

自
転
車
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
」。

今
回
の
条
例
に
お
け
る
新
た
な
施
策
の
１
つ

が
、
自
転
車
安
全
利
用
推
進
員
（
以
下
、
推
進
員
）

で
あ
る
。
推
進
員
は
子
ど
も
や
高
齢
者
を
対
象
と
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京
都
府
は
平
成
19
年
10
月
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル

で
は
初
と
な
る
「
京
都
府
自
転
車
の
安
全
な
利
用

の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
以
下
、
自
転
車
条
例
）」

を
公
布
・
施
行
し
た
。
こ
の
条
例
は
自
転
車
に
関

す
る
事
故
の
防
止
、
自
転
車
の
秩
序
あ
る
利
用
の

推
進
及
び
自
転
車
を
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
で
き

る
環
境
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。

条
例
の
運
用
に
あ
た
り
、
中
心
的
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
が
京
都
府
府
民
生
活
部
安
心
・
安
全

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
あ
る
。
同
課
主
査
（
現

京
都
府
警
察
本
部
交
通
企
画
課
）
の
西
村
智
さ
ん

は
、「
京
都
府
は
自
転
車
の
保
有
率
は
１
・
５
人
に

１
台
と
全
国
的
に
も
高
い
水
準
で
す
。
府
の
人
口

の
約
半
分
を
占
め
る
京
都
市
内
に
は
約
15
万
人

（
市
内
の
小
・
中
・
高
校
生
と
ほ
ぼ
同
数
）
の
大
学

生
が
暮
ら
し
て
お
り
、
自
転
車
を
利
用
す
る
若
者

層
が
多
い
の
も
特
徴
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、『
京※

都

議
定
書
』
誕
生
の
地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
府
民

の
環
境
意
識
も
高
く
、
そ
れ
が
自
転
車
の
利
用
に

も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
自
転
車
の

利
用
実
態
を
説
明
す
る
。

こ
う
し
た
自
転
車
保
有
台
数
の
増
加
に
伴
い
、

平
成
９
年
以
降
、
自
転
車
事
故
が
増
え
、
特
に
自

6

行
政
と
関
係
団
体
、事
業
者
や
府
民
が
互
い
に

協
力
し
合
い
、自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
を
め
ざ
す

※京都議定書＝平成９年に京都で開催された地球温暖化防止京都会議において、６種類の温室効果ガスの先進国の排出削減について
法的拘束力のある数値目標などを定めた文書。

「自転車運転免許証の交付を伴う自転車
教室」や小学生対象の自転車教室で活
躍する推進員

地域によっては推進員が親子を
対象に指導するケースもある

昨年行われた京都府自転車安全利用推進員委嘱式

幼児用ヘルメットのモニターは「京のヘルメットひろめ隊」
として任命される

し
た
自
転
車
教
室
で
の
指
導
な
ど
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
。
年
齢
制
限
は
な
く
、
府
が
行
う
講
習
を

受
講
す
れ
ば
、
誰
で
も
推
進
員
に
な
る
こ
と
が
可

能
だ
（
自
転
車
安
全
整
備
士
、
教
習
指
導
員
、
サ

イ
ク
リ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
資
格
を

保
有
し
て
い
れ
ば
講
習
を
受
講
す
る
必
要
は
な

い
）。
平
成
21
年
３
月
末
現
在
、
推
進
員
に
委
嘱
さ

れ
て
い
る
の
は
８
３
１
人
。
教
習
指
導
員
約
２
５

０
人
を
中
心
に
自
転
車
小
売
業
者
や
地
域
の
交
通

安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
多
い
と
い
う
。
講

習
を
受
け
て
、
推
進
員
と
な
っ
た
中
学
生
・
高
校

生
も
38
人
い
る
。

京
都
府
で
は
、
小
学
４
年
生
以
上
の
児
童
を
対

象
に
「
自
転
車
運
転
免
許
証
の
交
付
を
伴
う
自
転

車
教
室
」
を
推
進
し
て
い
る
。
自
転
車
の
安
全
運

転
講
習
と
学
科
・
実
技
の
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
、

自
転
車
運
転
免
許
証
を
児
童
に
交
付
す
る
と
い
う

取
組
み
だ
。「
自
転
車
教
室
は
、
京
都
府
警
察
本
部

が
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
警
察
官
だ
け
で
は
開
催

数
が
限
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
各
小
学
校
で
の
自

転
車
教
室
に
近
隣
に
住
ん
で
い
る
推
進
員
を
派
遣

す
る
こ
と
で
人
員
を
強
化
し
、
開
催
数
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
平
成
20
年
中
は
自
転
車
運

転
免
許
証
の
交
付
数
が
前
年
の
３
倍

に
な
り
ま
し
た
」
と
西
村
さ
ん
は
推

進
員
委
嘱
の
効
果
を
語
る
。「
今
後
は

推
進
員
だ
け
に
よ
る
開
催
を
増
や
し
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
児
童
に
自
転
車

運
転
免
許
証
を
交
付
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
」。

推
進
員
の
活
動
は
「
自
転
車
運
転

免
許
証
の
交
付
を
伴
う
自
転
車
教
室
」

が
主
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
取

組
み
も
あ
る
。
例
え
ば
、
宝
池
城
南

自
動
車
教
習
所
（
木
津
川
市
）
の
教

習
指
導
員
は
中
学
校
で
の
自
転
車
教

室
に
協
力
し
た
。
推
進
員
と
し
て
参

加
し
た
同
教
習
所
の
西
山
文
哉
さ
ん

ト
着
用
の
義
務
化
を
周
知
す
る
た
め
に
、
平
成
19

年
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
20
年
４
月
に
か
け
て
、

幼
稚
園
や
保
育
所
、
市
町
村
で
行
っ
て
い
る
乳
幼

児
健
診
を
中
心
に
チ
ラ
シ
に
よ
る
広
報
活
動
を
展

開
し
た
。
さ
ら
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
無
料
で
配
布

す
る
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
（
平
成
19
年
度
１
５
０
０

人
・
平
成
20
年
度
３
０
０
０
人
）
し
た
と
こ
ろ
、

す
ぐ
に
定
員
に
達
し
た
そ
う
だ
。「
モ
ニ
タ
ー
に
よ

る
口
コ
ミ
で
幼
児
の
い
る
家
庭
に
周
知
し
て
い
く

こ
と
が
ね
ら
い
で
し
た
。
モ
ニ
タ
ー
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
（
平
成
19
年
度
）
で
は
、『
子
ど
も
に
着

用
さ
せ
て
み
て
、
安
心
感
（
効
果
）
を
感
じ
る
』

と
回
答
し
た
方
は
86
％
。『
自
転
車
の
安
全
運
転
を

さ
ら
に
心
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
』
と
い
う
方
も

61
％
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
西
村
さ
ん
は
話

す
。
ま
た
、
京
都
府
で
は
生
活
保
護
の
受
給
世
帯

で
幼
児
が
い
る
世
帯
に
は
保
護
者
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
無
償
で
配
布
し
て
い
る
。

京
都
府
は
、
平
成
20
年
４
月
に
策
定
し
た
「
自

転
車
安
全
利
用
促
進
計
画
」
に
お
い
て
、「
平
成
22

年
ま
で
に
年
間
の
自
転
車
事
故
発
生
件
数
を
３
０

０
０
件
以
下
と
す
る
」
目
標
を
掲
げ
た
（
平
成
20

年
中：

３
３
６
３
件
）。
さ
ら
に
、
対
策
ご
と
の
目

標
も
設
定
し
て
い
る
。

平
成
22
年
ま
で
の
主
な
目
標

・
自
転
車
運
転
免
許
証
を
１
万
５
０
０
０
人
の

小
学
生
に
交
付

・
自
転
車
安
全
利
用
推
進
員
を
１
０
０
０
人
に

委
嘱

・
自
転
車
同
乗
幼
児
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
率
80
％

自
転
車
は
日
常
生
活
の
利
便
性
を
高
め
る
だ
け

で
な
く
、
環
境
に
や
さ
し
く
、
健
康
増
進
に
も
役

立
つ
。
京
都
府
で
は
こ
う
し
た
長
所
を
ふ
ま
え
、

自
転
車
利
用
は
促
進
さ
れ
る
べ
き
と
の
観
点
か
ら

様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
く
考
え
だ
。

自
転
車
条
例
制
定
の
背
景

教
育
の
中
核
を
担
う

自
転
車
安
全
利
用
推
進
員

自
転
車
運
転
免
許
証
の

交
付
数
が
3
倍
に

条
例
施
行
後
、
幼
児
の

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
率
は
７５
％
に

自
転
車
利
用
を
促
進
す
る

観
点
で
施
策
を
推
進

w自転車交通安全教育等の努力義務
府、学校長、事業者等は自転車交通安全教育の実施に努
める。

e自転車安全利用推進員
自転車の安全利用に関する教育や広報啓発活動を行う
ボランティアを自転車安全利用推進員として、府知事
が委嘱。

r自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化
（平成20年4月より施行）

自転車利用者（運転者）に対して、幼児（6歳未満）
を同乗させる時は幼児にヘルメットの着用を義務づけ。
義務違反者に対する罰則はないが、違反者は警察官等
に注意を受けることがある。

自転車条例の特徴

府
安全利用に関する
総合的・計画的な
施策の策定

自転車利用者

安全利用、点検整備、
保険加入

自転車小売業者

安全利用情報の
説明、交通安全団体
等への協力

府民

安全利用の促進と
施策への協力

交通安全団体

地域における安全
利用の取組みの

推進

q関係主体の責務と役割の明確化


